
専門家派遣等による経営課題解決支援事業 
 

経営・創業支援課 

１ 目的 

米国関税措置や物価上昇に伴う影響を踏まえ、短期的には価格転嫁促進、中長期的には省力

化、新事業展開等の取組が求められる。経営資源（専門人材、設備、投資資金 等）が不足す

る中小・小規模事業者がこれらに意欲的に取り組めるよう、専門家の派遣や、プロフェッショ

ナル人材戦略拠点事業による副業・兼業人材の活用を促進する。 

２ 事業内容 

  
専門家派遣事業 

（一般枠、小規模事業者支援枠） 
副業・兼業プロ人材導入支援補助金 

対象業種・分野 全業種、経営課題全般が対象 

支援対象者 

県内中小企業（小規模事業者含む） 

専門家の助言があれば自社で推進で

きる企業向け 

専門家の助言を受けても社内リソース（能

力的、余力的といった理由）がなく推進で

きない企業向け 

支援内容 

〇申請者が、経営課題の解決のため

に該当分野の専門家を受け入れる

際の謝金を補助する（助言までで

実務は行わない）。 

〇申請者が、経営課題の解決のために当該

分野の専門家を副業・兼業人材として社

内へ受け入れる際の報酬等を補助する

（企業内部の人材として実務を行う）。 

補助率 
一般枠：1/2、 

小規模事業者支援枠：3/4 
8/10 

補助上限額 

〇一般枠： 

・最大 12 単位（24 時間）分の派遣 

が可能 

・最大 16,500 円×12 単位×1/2＝ 

99,000 円に相当 

〇小規模事業者支援枠： 

・最大９単位（18 時間）分の派遣 

が可能 

・最大 16,500 円×９単位×3/4＝ 

111,375 円に相当 

50 万円/事業者 

実施主体 
公益財団法人長野県産業振興機構

（経営支援部） 

県から県内中小企業へ直接交付 

備考 

〇活用する際は、申請書提出後、機

構による事前審査を受ける必要が

ある。 

〇補助金交付の対象となる事業者は、プロ

フェッショナル人材戦略拠点を通じてマ

ッチングが成約となった案件に限る。 

活用可能企業数 

（補正予算分） 
50～100 社程度 60～100 社程度 

４ 補正予算額（案）  45,688千円 
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